様式 1　　　まち協　我が家の相談室　申込書取扱
注意

FAX 　045-664-9359
メール soudan@machikyo.or.jp



かながわ住まいまちづくり協会　　横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階　☎045-664-6896
フォームの始まり
	■お名前（必須）

	■電話（必須）
　

	■住所（必須）　〒　　　－

	■FAX


	
	· メールアドレス


	■住宅の種類と相談区分（必須）　該当するものの□に✔をつけてください。

	〈戸建て〉
[bookmark: Check12]|_|修繕・リフォームでのトラブル
[bookmark: Check11]|_|リフォームの計画、契約、工事
[bookmark: Check10]|_|空き家の管理、利活用、相続
[bookmark: Check9]|_|資金計画、税制、補助制度　その他
	〈マンション〉
[bookmark: Check16]|_|修繕・リフォームでのトラブル
[bookmark: Check17]|_|専有部、共用部のリフォーム
[bookmark: Check18]|_|大規模修繕
[bookmark: Check19]|_|長期修繕計画　その他
	〈アパート〉
[bookmark: Check14]|_|修繕・リフォームでのトラブル
[bookmark: Check15]|_|リフォームの計画　その他

	
	
	[bookmark: Check13]|_|訪問販売等の
消費生活相談　※ア

	■相談内容（必須）　相談内容を具体的にお書きください。
　   （相談内容を氏名、住所を伏せて事例集に掲載し、公開することについて |_|掲載してもよい |_|掲載しない）

	

	参加を希望する□に、✔を記入してください（Wordで編集される場合はクリックすると×印が入力されます）。

	令和7年11月15日（土）
会場：松田町生涯学習センター
	|_|相談会　　11：30〜13：30
	相談会をご希望の方は、上の相談内容を記入してください。

	令和7年12月9日（火）
会場：南足柄市りんどう会館
	|_|セミナー　14：00〜15：00
	

	
	|_|相談会　　15：00〜16：00
	

	■事務局記載欄
こちらには記入しないでください。
	受付日時　　　　令和7年　　月　　　日　　　時

	
	受付番号


フォームの終わり
※ア　消費生活相談については、消費者ホットライン（局番なし188）で身近な消費生活センター等にご相談を。
